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○信濃町元気な地域づくり交付金交付要綱

平成31年３月26日信濃町告示第33号

改正

令和３年２月１日告示第６号

信濃町元気な地域づくり交付金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、活力あふれる信濃町づくりを進めるために、区、行政区及び団体（以下「団

体等」という。）が、住民協働により、自主的かつ主体的に取り組む地域の元気を生み出す事業

に要する経費に対し、予算の範囲内で信濃町元気な地域づくり交付金（以下「交付金」という。）

を交付することについて、信濃町補助金交付規則（昭和48年信濃町規則第８号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 区 区及びそれに準じる自治会組織

(２) 区長 区をまとめる長

(３) 行政区 信濃町行政区設置規則（平成29年信濃町規則第８号）第２条に規定する行政区

(４) 団体 信濃町内で公共的活動又は地域の活性化に資する活動を行う団体

（交付対象者）

第３条 交付の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(１) 区長

(２) 行政区をまとめる長

(３) 団体の代表者

（交付対象事業）

第４条 交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、次の各号に掲げる事業のう

ち、第１条に規定する趣旨に則した事業とする。

(１) 地域の活性化に関する事業

(２) 保健、医療及び福祉の充実に関する事業

(３) 子育て環境の充実に関する事業

(４) 教育及び文化の振興に関する事業

(５) 安心・安全な地域づくりに関する事業
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(６) 環境保全及び景観形成に関する事業

(７) 産業振興及び雇用拡大に関する事業

(８) その他町長が認める事業

２ 前項の規定に関わらず、次に掲げる事業は、交付対象としない。

(１) 国、県及び町等の公共団体又は公益団体等からの補助金等の交付を受けた事業

(２) 政治団体又は宗教団体の活動に関する事業

(３) 公序良俗に反する事業

(４) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業

（交付対象経費）

第５条 交付の対象となる経費は、前条第１項の事業の実施に直接的に必要、かつ、社会通念上補

助の対象にふさわしい支出とし、原則として別表に掲げる経費とする。

２ 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる経費は、対象としない。

(１) 団体等の運営や経常的な活動に要する経費

(２) 団体等の構成員による通年行事等のための会合の飲食費

(３) 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼

（交付金の補助率等）

第６条 交付金の補助率及び交付限度額は次のとおりとする（千円未満は切り捨て）。ただし、交

付対象経費が10万円を超える事業のうち、交付金の額が10万円に満たないものについては、交付

額を10万円とする。

２ 前項の規定にかかわらず２以上の団体等が共同して行う事業において、町長が必要があると認

めたときは、予算の範囲内で交付金の額を定めることができる。

３ 実施期間は、第10条の規定による交付の決定のあった日の属する年度の３月31日までとする。

（交付回数の限度）

第７条 交付対象事業は、同一年度において１団体当たり１事業までとする。

（事業の継続の特例）

事業区分 補助率 交付限度額

交付対象経費10万円以下の事業 10分の10以内 10万円

交付対象経費10万円を超える事業 ４分の３以内 30万円
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第８条 第４条第１項の規定による事業であって、継続することにより効果があると認められる事

業については、次年度以降も継続して交付対象とすることができる。ただし、この場合において

継続できる期間は２年度とし、交付金の額の総額は60万円を上限とする。

（交付金の交付申請）

第９条 交付金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、次の各号に掲げる

書類を信濃町元気な地域づくり交付金交付（変更承認）申請書（様式第１号）に添付し、別に定

める期日までに町長に提出しなければならない。

(１) 信濃町元気な地域づくり交付金事業実施計画書（任意様式）

(２) 信濃町元気な地域づくり交付金事業収支（変更）予算書（様式第２号）

(３) 規約、会則又は総会資料等団体の概要が分かる書類（任意様式）

（交付の決定）

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、第17条に定める信濃町元気な地域づくり

交付金事業審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴いたうえで内容を審査し、交付の可否

を決定しなければならない。

２ 町長は、前項の規定により交付の可否を決定した場合は、信濃町元気な地域づくり交付金（変

更）交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により、交付申請者に対し速やかに通知しなけれ

ばならない。

（申請内容の変更）

第11条 交付申請者は、前条の規定により交付の決定を受けたのち、次のいずれかに該当すること

となったときは、町長にあらかじめ変更の申請をし、承認を受けなければならない。

(１) 交付の申請をした額に増額又は減額が生じた場合

(２) 申請事業の根幹となる部分を変更する場合

２ 規則第８条第２項の規定は、変更の申請について準用する。

（実績報告）

第12条 規則第12条の規定による実績報告は、信濃町元気な地域づくり交付金事業実績報告書（様

式第４号）によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了日から起算して30日を経過した

日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに町長に提出

しなければならない。

(１) 信濃町元気な地域づくり交付金事業収支決算書（様式第５号）

(２) 領収書等の写し
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(３) 活動の実施状況を写す写真及び資料等

（交付金の額の確定）

第13条 規則第13条の規定による通知は、信濃町元気な地域づくり交付金の額の確定通知書（様式

第６号）により、交付申請者に対し速やかに通知するものとする。

（交付金の請求）

第14条 前条の規定により額の確定を受けた者が、交付金の交付を受けようとするときは、信濃町

元気な地域づくり交付金交付（前払）請求書（様式第７号）を町長に提出しなければならない。

（前払）

第15条 町長は、交付金事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の10分

の８以内の額を前払により交付することができる。このとき、交付を受けようとする者は、信濃

町元気な地域づくり交付金交付（前払）請求書（様式第７号）を町長に提出しなければならない。

（交付決定の取消及び返還）

第16条 町長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付の決定

を取消し、又はすでに交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(１) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(２) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(３) 偽りその他不正の手段により交付金を受け、又は受けようとしたとき。

(４) 交付金をほかの用途に使用したとき。

２ 町長は、交付金事業の交付の決定を取り消したときは、信濃町元気な地域づくり交付金事業交

付金取消決定通知書（様式第８号）により交付対象者に対し通知するものとする。

（審査会の設置）

第17条 第９条の規定により申請された事業が、この要綱の目的及び第４条各号に規定する条件に

該当するか否かを審査するため、審査会を設置する。

（組織）

第18条 審査会は、町長が任命又は委嘱する次に掲げる者で組織する。

(１) 信濃町副町長

(２) 信濃町社会福祉協議会の職員

(３) 信濃町公民館長

２ 委員の任期は、事業年度の３月31日までとする。

３ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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４ 審査会に委員長を置き、信濃町副町長をもって充てるものとし、委員長は、審査会を総理する。

５ 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求

めることができる。

（審査会の会議）

第19条 審査会の会議は、委員長が招集する。

２ 審査会は、委員全員が出席しなければ開くことができない。

（その他）

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。

（信濃町地域活動支援交付金交付要綱の廃止）

２ この要綱の施行に伴い信濃町地域活動支援交付金交付要綱（平成27年信濃町告示第22号）は、

廃止する。

（この要綱の失効）

３ この要綱は、平成37年３月31日に限り、その効力を失う。

附 則（令和３年２月１日告示第６号）

（施行期日）

１ この要綱は、告示の日から施行する。

（適用区分）

２ この要綱による改正後の信濃町元気な地域づくり交付金交付要綱第15条の規定は、令和２年度

の申請分から適用する。

別表（第５条関係）

科目 交付対象経費 備考

賃金 資格者、技術者等の作業賃金
団体等の構成員への労務対価

は除く。

報償費
講師又は指導者等への謝礼、調査又は研

究に係る報償費等

団体等の構成員に対する報償

は除く。

旅費
外部から招聘する講師又は指導者への

交通費及び宿泊費
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消耗品費 事業の実施に直接的に必要な消耗品 参加賞、景品等は除く。

食糧費

講師若しくは指導者等に提供するもの

又はイベント等において飲食が事業の

一部になっている場合の食糧費

会議、懇親会等の食糧費は除

く。

印刷製本費
チラシ、ポスター、資料、パンフレット

等の印刷製本費

通信運搬費 案内の送料等

保険料
事業の実施に必要な保険料（参加者、講

師等の保険料を含む。）

委託費
団体の構成員では行うことが困難又は

外部委託したほうが効率的なもの

備品購入費
事業の実施にあたり必要不可欠と認め

られる備品の購入費

団体等が日常的に使う備品は

除く。

原材料費 事業に直接必要な材料代

その他
上記のほか、事業の実施に必要であると

町長が認める経費
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様式第１号（第９条、第11条関係）
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様式第２号（第９条、第11条関係）
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様式第３号（第10条、第11条関係）
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様式第４号（第12条関係）
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様式第５号（第12条関係）
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様式第６号（第13条関係）
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様式第７号（第14条、第15条関係）
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様式第８号（第16条関係）


